
も
と
る
か

福
岡
・元
岡
遺
跡
群

１
　
所
在
地
　
　
　
福
岡
市
西
区
大
字
桑
原
字
履
形

２
　
調
査
期
間
　
　
第

一
五
次
調
査
　
一
九
九
九
年

（平
１１
）
六
月
１

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
福
岡
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
吉
留
秀
敏

５
　
遺
跡
の
種
類
　
水
田
跡

・
製
鉄
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
、
七
世
紀
後
半
―

一
三
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

遺
跡
は
福
岡
市
の
西
端
、
糸
島
半
島
東
側
の
山
間
部
に
あ
る
。
こ
の
付
近
は

標
高

一
Ｏ
Ｏ
ｍ
以
下
の
丘
陵
地
帯
で
あ
り
、
小
河
川
に
よ
り
樹
枝
状
に
浸
食
さ

れ
て
い
る
。
昨
年
三
点
の
木
簡

が
出
土
し
た
第
七
次
調
査
地

（本
誌
第
二
一
号
）
の
北
西
約

六
〇
〇
ｍ
の
位
置
に
あ
た
る
。

ち
な
み
に
第
七
次
調
査
地
と
第

一
五
次
調
査
地
と
の
間
は
丘
陵

が
塞
ぎ
、
水
系
が
異
な
る
。
第

一
五
次
調
査
地
は
、
糸
島
半
島

で
は
比
較
的
水
量
が
豊
か
な
大

原
川
沿
い
に
あ
り
、
大
原
川
北
岸
の
低
地
と
、
そ
こ
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
小
さ

な
谷
に
連
な
る
範
囲
に
あ
た
る
。
こ
の
小
さ
な
谷
は
ほ
ぼ
東
方
に
開
回
す
る
、

幅
四
〇
ｍ
奥
行
き
約

一
五
〇
ｍ
ほ
ど
の
規
模
で
あ
る
。
谷
部
を
第

一
二
次
、
谷

の
前
面
水
田
を
第

一
五
次
と
し
て
調
査
し
た
。
第

一
二
次
調
査
地
は
標
高
約
二

二
―
三
五
ｍ
で
あ
り
、
第

一
五
次
調
査
地
は
標
高
約

一
二
―
三
二
ｍ
を
測
る
。

第

一
五
次
調
査
で
は
、
古
代
末
―
中
世
前
半
期
の
水
田
遺
構
を
検
出
し
た
。

大
原
川
沿
い
の
低
地
や
谷
部
を
造
成
し
、
用
水
路
や
水
田
、
畦
畔
が
造
ら
れ
て

い
る
。
用
水
路
や
水
田
土
中
か
ら
土
器

・
瓦
器

・
輸
入
陶
磁
器
類
の
破
片
が
出

土
し
た
。
水
田
面
の
下
部
は
古
墳
時
代
か
ら
古
代
の
遺
物
包
含
層
で
あ
る
。
土

器
類
の
他
に
刀
子
柄
、
曲
物
な
ど
の
木
製
品
も
少
量
出
土
し
た
。

木
簡
は
調
査
地
西
側
の
遺
物
包
含
層
下
部
で
出
土
し
た
。
包
含
層
に
は
鉄
津

や
炉
壁
片
な
ど
製
鉄
関
連
遺
物
を
多
く
含
む
が
、
木
簡
は
こ
の
包
含
層
の
下
部
、

谷
底
に
近
い
礫
混
じ
り
砂
層
か
ら
出
土
し
た
。
木
簡
の
出
土
状
態
は
遺
構
を
伴

わ
ず
、
径
約

一
ｍ
の
範
囲
に
破
断
、
散
在
し
て
い
た
。

な
お
、
西
側
に
隣
接
す
る
第

一
二
次
調
査
地
か
ら
は
谷
部
斜
面
に
入
世
紀
前

半
頃
の
二
人
基
の
製
鉄

（製
錬
）
炉
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
最
も
東

に
検
出
さ
れ
た
製
鉄
炉
は
、
今
回
の
木
簡
出
土
地
と
約

一
〇
ｍ
の
至
近
距
離
で

あ
る
。木
簡
を
覆
っ
て
い
た
包
含
層
に
含
ま
れ
る
鉄
滓
な
ど
は
、
】」
れ
ら
の
製
鉄

炉
群
か
ら
排
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
こ
の
木
簡
は
出
土
位
置

や
状
況
か
ら
み
て
谷
部
を
造
成
し
て
行
な
わ
れ
た
大
規
模
な
製
鉄
操
業
の
直
前

に
埋
没
し
て
お
り
、
事
前
に
行
な
わ
れ
た
儀
礼
に
関
わ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

(前 原)
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木
簡
の
釈
文

・
内
容

い

　

「
凡
人
言
事
解
除
法
　
進
奉
物
者
　
人
方
七
十
七
隻
　
馬
方
六
十
隻
　
須
加
×

木
簡
は
折
敷
の
底
板
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
十
数
点
に
破
断
し
て
い
た

が
、
ほ
ぼ
全
て
接
合
し
た
。
た
だ
し
完
形
に
は
な
ら
ず
、
左
側
お
よ
そ
三
分
の

一
―
半
分
を
欠
損
し
て
い
る
。
木
簡
の
右
上
部
に
二
つ
の
穿
孔
が
あ
り
、　
一
つ

に
は
紐
様
の
断
片
が
残
る
。
墨
書
は
こ
の
穿
孔
と
重
複
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
穿
孔
は
折
敷
の
段
階
で
設
け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

墨
書
は
片
面
の
み
に
記
さ
れ
、
三
行
遺
存
す
る
。
破
断
部
な
ど
を
除
き
、
全

体
に
比
較
的
明
瞭
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
左
側
は
墨
痕
が
し
だ
い
に

薄
く
な
っ
て
い
る
。　
一
行
日
の

「馬
方
」
は

「鳥
方
」
の
、
三
行
日
の

「栗

木
」
は

「桑
木
」
の
可
能
性
も
あ
る
。

卜
釦
ｏ
×

（
Φ
⇔
）
×
釦
　
ｏ
ｏ
Ｐ
＊

一一

本
木
簡
は

「解
除
」
、
す
な
わ
ち
祓
に
用
い
る
祓
具
の
品
目
と
数
量
を
記
し

て
い
る
。
「人
方
」
「馬
方
」
の

「方
」
は

「形
」
の
当
て
字
と
考
え
ら
れ
る
。

祓
具
は
記
載
分
だ
け
で
も
十
五
種
に
及
び
、
数
量
も
多
い
。
そ
の
う
ち
六
種
に

は
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
現
在
整
理
途
中
で
あ
り
、
詳
細
な
検
討
は
本
報
告

に
譲
る
が
、
律
令
制
の
初
期
に
地
方
で
行
な
わ
れ
た
儀
礼
の
具
体
的
内
容
を
検

討
す
る
好
資
料
と
な
ろ
う
。

な
お
本
木
簡
の
釈
読
に
は
、
人
木
充
、
狩
野
久
、
橋
本
義
則
、
坂
上
康
俊
各

氏
に
よ
る
ご
検
討
と
、
金
子
裕
之
、
舘
野
和
己
両
氏
を
は
じ
め
と
す
る
奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
の
方
々
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
　
　
　
　

（吉
留
秀
敏
）

水
船
四
隻

弓
廿
張
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色
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十
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十
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い
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二
柄

酒
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×

×
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一
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い
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八
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〔束
力
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